
奥大山 Welcome 奨学金返還支援事業助成金交付要綱 
 
 

(趣旨) 
第１条 町は、将来を担う若者の定住を図るため、町内に定住して就業する者

が奨学金を返還するために要する経費に対し、江府町補助金等交付規則（昭和

３８年７月１日江府町規則第１３号）及びこの要綱の定めるところにより、予

算の範囲内で助成金を交付する。 
 
(定義) 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 
(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、 
鳥取県育英奨学資金及びその他町長が定める奨学金をいう。 
(2) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、町営住宅使 
用料(駐車場使用料金を含む)、学校給食費、上下水道料金をいう。 
 
(助成金の交付条件) 
第３条 助成金の交付を受けることが出来る者の条件は、次の各号のいずれに

も該当する場合とする。 
(1) 奨学金の貸与を受けて、その返還義務があること。 
(2) 町内に住民登録をし、継続して町内に在住していること。 
(3) 就業し、継続して勤務していること。（自営業を含む） 
(4) 町税等の支払に対し、滞納がないこと。 
(5) 奥大山 Welcome 奨学金返還支援事業が登録するボランティア活動に、原則

として年に１回以上参加すること。 
 
 
(助成金の対象期間及び助成額) 
第４条 助成金の対象期間は、町内に住民登録を行った日以降の奨学金を返還

する期間内とし、継続した１２０ヶ月分の返還期間を上限とする。ただし、過

去に交付を受けた期間を除く。 
２ 助成金の交付は、年度ごとに行うものとし、次条に規定する助成金の交付 
申請があった年度内に返還した奨学金の額を交付するものとする。ただし、年 
度ごとの助成金の交付額は、３０万円を上限とする。 
３ 令和２年４月１日以降に、新たに返還義務が発生する奨学金を対象とする。 
ただし、令和５年４月以降に町外から江府町に転入した者にあっては、転入時

において返済中の奨学金を対象とすることができる。 



 
(助成金の交付の申請) 
第５条 助成金の交付を受けようとする者は、交付を受けようとする年度ごと

に、次に掲げる書類を添えて、奥大山 Welcome 奨学金返還支援事業助成金交付

申請書(様式第１号)を町長に提出しなければならない。 
(1) 奨学金の１年間の返還金相当額が分かる書類 
(2) 在籍証明書(様式第７号) 
(3) 誓約書兼同意書(様式第２号) 
(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類 
２ 前項に規定する申請は、助成金の交付を受けようとする年度の４月１日か 
ら９月３０日までに行わなければならない。 
 
(助成金の交付決定) 
第６条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を

審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、奥大山 Welcome
奨学金返還支援事業助成金交付決定通知書(様式第３号)により、必要な条件を付

して、当該申請者に通知しなければならない。 
 
(助成金の内容変更等の手続き) 
第７条 前条の規定による助成金交付決定の通知を受けた者は、その内容につ

いて変更が生じた場合は、速やかに奥大山 Welcome 奨学金返還支援事業助成金

交付決定変更申請書(様式第４号)に第５条第１号各号に掲げる書類のうち、当該

変更に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。 
２ 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、当該申請が適当であると認めるときは、奥大山 Welcome 奨学金返還支

援事業助成金交付決定変更通知書(様式第５号)により、必要な条件を付して、当

該申請者に通知しなければならない。 
 
(実績報告) 
第８条 第６条又は第７条第２項の規定による助成金の交付決定の通知を受け

た者は、当該通知を受けた年度の３月３１日までに、次に掲げる書類を添えて、

奥大山 Welcome 奨学金返還支援事業助成金実績報告書(様式第６号)を町長に提

出しなければならない。 
(1) 当該年度内に返還した奨学金の額がわかる書類 
(2) 在籍証明書(様式第７号) 
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 
 
(助成金の額の確定) 



第９条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告

に係る書類の審査、必要に応じた調査等により、助成金の交付決定の条件等に

適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、奥大山 Welcome 奨

学金返還支援事業助成金交付額確定通知書(様式第８号)により、当該報告者に通

知しなければならない。 
 
(助成金の請求) 
第１０条 前条の規定による助成金の額の確定通知を受けた者は、速やかに奥

大山 Welcome 奨学金返還支援事業助成金交付請求書(様式第９号)を町長に提出

しなければならない。 
 
(助成金の支払) 
第１１条 町長は、前条の規定による助成金の請求書を受領したときは、その

内容を審査し、適当と認めるときは速やかに助成金を支払わなければならない。 
 
(交付決定の取消し) 
第１２条 町長は、第６条又は第７条第２項の規定による助成金の交付の決定

通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 
(2) 第３条各号に掲げる条件を満たさなくなるとき。 
(3) 第６条又は第７条第２号の規定による助成額の交付決定の際に付した条件 
に、違反する行為があったとき。 
(4) この要綱に違反する行為があったとき。 
２ 前項の規定は、第９条に規定する助成金の額の確定があった後においても 
適用ができるものとする。 
３ 第 1 項の規定による助成金の交付決定の取り消しをした場合は、奥大山 
Welcome 奨学金返還支援事業交付決定取消通知書(様式第１０号)により、当該

助成金の交付決定を取り消す者に通知しなければならない。  
 
(助成金の返還) 
第１３条 町長は、前条第１項に規定する助成金の交付決定を取り消した場合 
において、助成金が既に交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還 
を命じることが出来る。 
２ 前項の助成金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなけ 
ればならない。 
 
(報告等)  



第１４条 町長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認 
めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出を求めることが出来る。 
２ 前項の報告又は書類の提出を求められた者は、速やかに応じなければなら 
ない。 
 
 
(補則) 
第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
この要綱は、令和６年１０月４日から施行する。 
 


